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五
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生

太

郎

衆
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長

河

野

洋

平

殿

衆
議
院
議
員
長
妻
昭
君
提
出
保
険
料
無
し
の
年
金
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
長
妻
昭
君
提
出
保
険
料
無
し
の
年
金
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

現
在
の
公
的
年
金
制
度
に
お
い
て
は
、
無
拠
出
年
金
と
し
て
は
、
国
民
年
金
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
四
十
一
号
）

第
三
十
条
の
四
の
規
定
に
よ
る
障
害
基
礎
年
金
（
以
下
「
二
十
歳
前
傷
病
に
よ
る
障
害
基
礎
年
金
」
と
い
う
。
）
、
国
民
年

金
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
年
法
律
第
三
十
四
号
）
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
国
民
年
金
法
第
八

十
条
の
規
定
に
よ
る
老
齢
福
祉
年
金
が
あ
る
。

二
十
歳
前
傷
病
に
よ
る
障
害
基
礎
年
金
は
、
初
診
日
が
二
十
歳
に
達
す
る
日
前
で
あ
る
傷
病
に
よ
り
一
定
の
障
害
の
状
態

と
な
っ
た
者
等
に
対
し
て
支
給
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
平
成
十
九
年
度
末
に
お
け
る
受
給
者
数
は
、
九
十
一
万
八
千
百
四
十

二
人
で
あ
り
、
昭
和
六
十
一
年
度
か
ら
平
成
十
九
年
度
ま
で
の
間
の
支
給
に
係
る
国
庫
負
担
総
額
は
、
約
九
兆
千
六
百
二
十

三
億
円
で
あ
る
。
ま
た
、
平
成
二
十
一
年
度
に
お
け
る
年
金
額
は
、
障
害
等
級
が
一
級
の
場
合
が
九
十
九
万
百
円
、
二
級
の

場
合
が
七
十
九
万
二
千
百
円
で
あ
り
、
同
年
度
に
お
け
る
予
算
額
は
約
八
千
三
百
三
億
円
で
あ
る
。

ま
た
、
老
齢
福
祉
年
金
は
、
昭
和
三
十
六
年
四
月
一
日
に
お
い
て
五
十
歳
以
上
で
あ
っ
た
者
等
に
支
給
さ
れ
る
も
の
で
あ

る
。
平
成
十
九
年
度
末
に
お
け
る
受
給
者
数
は
、
一
万
六
千
九
百
三
十
七
人
で
あ
り
、
昭
和
六
十
一
年
度
か
ら
平
成
十
九
年

一



度
ま
で
の
間
の
支
給
に
係
る
国
庫
負
担
総
額
は
、
約
四
兆
三
千
百
八
十
七
億
円
で
あ
る
。
な
お
、
昭
和
六
十
年
度
以
前
に
つ

い
て
は
、
老
齢
福
祉
年
金
単
独
で
の
支
給
額
を
把
握
し
て
い
な
い
た
め
、
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
ま
た
、
平
成

二
十
一
年
度
に
お
け
る
年
金
額
は
四
十
万
五
千
八
百
円
で
あ
り
、
同
年
度
に
お
け
る
予
算
額
は
約
四
十
七
億
円
で
あ
る
。

二
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
一
人
当
た
り
最
高
受
給
年
額
及
び
一
人
当
た
り
全
期
間
に
わ
た
る
延
べ
受
給
総
額
の
最
高
額
に
つ
い
て
は
、
併

給
の
場
合
を
含
め
た
年
金
受
給
額
に
つ
い
て
把
握
す
る
仕
組
み
に
な
っ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で

あ
る
。
な
お
、
老
齢
福
祉
年
金
と
他
の
年
金
給
付
を
併
給
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
合
計
額
に
つ
い
て
上
限
が
設
け
ら
れ
て
お

り
、
平
成
二
十
一
年
度
に
お
い
て
は
七
十
一
万
二
千
円
と
な
っ
て
い
る
。

老
齢
福
祉
年
金
等
の
無
拠
出
年
金
は
、
制
度
上
支
給
要
件
を
満
た
す
た
め
の
保
険
料
の
拠
出
が
で
き
な
か
っ
た
者
に
対
し

て
も
所
得
保
障
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
そ
の
給
付
水
準
に
つ
い
て
は
、
保
険
料
を
拠
出
し
て
い
な
い
こ

と
や
他
の
年
金
給
付
と
の
均
衡
等
に
基
づ
い
て
設
定
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
よ
う
な
制
度
目
的
や
給
付
水
準
は
適
正
な
も
の
で

あ
る
と
考
え
る
。

二


